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1. 背景・課題

既存建築物を地域活性化や観光振興の観点から活用しようとする動き
が広まっている。

■ 規模に応じ排煙設備、内装制
限が必要になり、対応困難。

■ 階数に応じ主要構造部に耐

火構造が求められる。用途に
よっては用途地域に応じた立
地規制により変更困難。

■ 現行法の適用除外の

際、同等以上の防火性
の確保が必要。

課題

背景

（１）用途変更が困難な事例
（住宅→飲食店）

（２）用途変更が困難事例
（学校→サ付き高齢者向け住宅、保育所）

（３）歴史的建築物の保存、活用



目的

2

2. 研究開発の目的

既存建築物の有効活用を図るため、防火・避難規定や立地規制を
合理化し、既存建築物の用途変更や改修を円滑化するための技術
開発を行う。

・ 技術開発１ 建物単体の防火・避難規定の合理化

・ 技術開発２ 地区における火災安全性確保

・ 技術開発３ 市街地環境に配慮した用途規制の合理化
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２. 研究開発の目的（技術開発１）

建具や外装材が制限さ
れ、歴史的価値が損な
われる

課題 研究テーマ

• 小規模建築物の主要構造部の
合理化に向けた検討が必要。

• 煙拡散を抑制する合理的な方
法の検討が必要。

• 用途区分の見直しに向けた検
討が必要。

• 建築基準法適用除外時に防火・
避難安全性を確保する手法の
開発が必要。

3階建・150m2程度の一戸建て住宅を
飲食店や旅館などの特殊建築物に
用途変更する場合、柱や梁などの主
要構造部を耐火構造にする必要が
ある。

既存不適格状態の事務所の一部を
用途変更する際、建物全体に排煙設
備設置、内装仕上の取り替えが求め
られる。

用途区分は規制の根幹となるが、当
てはめが難しい新たな用途が出現。

町家や民家などの歴史的建築物の
趣を残しながら保存、活用するため
に建築基準法適用除外にする途が
あるが、活用例が少ない。

技術開発１ 建物単体の防火・避難規定の合理化

合理化の検討方針

・一層の性能規定化の推進

・適用範囲を限定した上での安全
性の確保手法の検討
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２. 研究開発の目的（技術開発２・３）

• 現行規制と同等以上の
火災安全性を地区等で
確保しつつ、意匠上の制
約を緩和するため、規制
の合理化、代替措置によ
る安全性確保のための
評価技術の開発が必要

歴史的まちなみを保
存・活用する際、木
材の利用が制限され
て意匠上支障があ
る。現行規制と同等
の火災安全性を確
保する代替措置や
評価手法は未確立。

課題 研究テーマ

用途地域に応じた建
物用途の立地規制に
より、既存建築物の
用途変更を断念する
ケースがある。

特例許可等の審査技
術も未確立。

• 既存建築物の用途変更
の円滑化に向け、特別用
途地区、地区計画制度
及び特例許可等の立地
規制の特例的制度の運
用に資する、建物用途に
関する市街地環境影響
の評価技術、審査技術
の開発が必要

技術開発２ 地区における火災安全性確保

技術開発３ 市街地環境に配慮した用途規制の合理化

課題

研究テーマ

物販店・飲食店

旅館
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３. 研究開発の体制

国土技術政策総合研究所
建築研究部・都市研究部

国土交通本省
（住宅局・都市局

・官庁営繕部）

技術基準化・手
引き等の検討

地方整備局
ニーズの掘り起
こし、地方公共団
体等へ協力依頼

国立研究開発法人

建築研究所

学識経験者

実験等の技術開発
及び基準化等へ向
けた技術検証等への
助言

民間企業
（設計会社・工務店等）

コンバージョン時の実
態や課題の提供等

地方公共団体
UR都市機構
実地検証建物・
フィールドの提供、
各種データの提
供等

公益法人
（日本建築ｾﾝﾀｰ、ﾛﾝｸﾞ
ﾗｲﾌﾋﾞﾙ推進協会等）

共同
研究

火災実験施設、実験結果
等の技術的知見の提供

旧38認定案件、用途変
更に関する情報提供等

総務省消防庁

技術基準化等の
検討

技術開発③

市街地環境に
配慮した用途
規制の合理化

技術開発②
地区における
火災安全性

確保

技術開発①
建物単体の防
火・避難規定

の合理化



検討成果

大規模木造建築物の主要構造部の合理化

４．研究成果（技術開発１の成果の例）

大規模木造は倒壊に
よる周囲への加害性
が大きいため、放任火
災でも倒壊しないよ
う、耐火構造を要求

課題と対応

○建築基準法21条改正
○令和元年国土交通省告示第193号（建築基準法第
21条第1項に規定する主要構造部の構造方法）制定

施策への反映

消火の効果により
損傷前に火災が終
了することで倒壊し
ない構造方法

市街地建築物の主要構造部の合理化

主要構造部に一律に耐火性能を要求

間仕切壁
60分

床
60分

外壁
60分

窓
20分

柱・梁
60分

外殻に要求性能を重点化、
建築物内部では木材を利用

間仕切壁
木材

床
木材

外壁
70分

窓
25分

柱・梁
木材

延焼抑制に
関して等価

課題と対応

防火地域・準防火
地域においては階
数・床面積に応じた
耐火構造等を要求

耐火構造等と同程度に周囲
への延焼リスクを低減するこ
とができる建築物を許容

○建築基準法61条改正
○令和元年国土交通省告示第194号（防火地域又は
準防火地域内の建築物の構造方法の例示仕様）制定

検討成果

「出火」 防止に成功

「火炎噴出」
防止に成功

「火災成長」 防止に成功
失敗

失敗

失敗

周囲への
影響無し

周囲の延
焼に影響

□
□□ ≥1

周囲の建築物の着火時間 (t) を算出

見直し後の設計に
基づく着火時間

現行の仕様規定
に基づく着火時間

1以上であれ
ば同等性があ
ると判断

周囲への延焼リス
クは、全て失敗し
た場合に生じるも
のとしてモデル化

耐火構造等と同程度に周囲への延焼リスク
を低減する構造の評価手法を開発

実験等に基づき、消火の効果により倒壊
しない構造方法の評価手法を開発

要求時間（法第21条の通常火災終了時間）
= （放水開始までの時間） + （放水活動の時間）

消火効果のモデル化
に関する火災実験

施策への反映
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検討成果

門、塀に対する規制の合理化

４．研究成果（技術開発２の成果の例）

課題と対応

○建築基準法61条改正
○令和元年国土交通省告示第194号（防火地域又は
準防火地域内の門、塀の構造方法の例示仕様）制定

施策への反映

課題と対応

防火地域等では建
築物の規模に応じ
て防火上の構造が
制限。木現しの町
並みの維持が困
難な場合がある

防火地域・準防火地域の指
定を解除するとともに、最低
限の防火上の安全性を確保
するために、地域の実情に
応じた代替措置を建築基準
法第40条に基づく条例を規
定するための方策を検討

○古いまちなみ等を保存する地区等
における防火・避難上の安全性確保に関するガイド
ライン(手引き)として公表予定

施策への反映

検討成果 ・ 建築基準法の抵触事項と代替措置の検討
・ 地区での防火対策やソフトによる防火対策の検討
・ 防火地域等の指定解除と40条条例制定フローの検討

・ 板張りの土塗り壁の燃え抜け防止を確認
・ 軒裏の燃え抜け防止を確認

防火地域等の指定解除と建築基準法第40条
条例による代替措置

木材等を利用した
塀の例

防火地域等では
高さ２ｍを越える
門・塀は不燃材料
で造るか覆う必要
があり、街並み・
景観維持が困難
な場合がある

周囲の建物同
士の延焼を助
長させなけれ
ば、門・塀に可
燃材料を用いる
ことを許容

加熱面側
非加熱面側

～受熱量は
僅かしか増
加しない

野地板24mm厚
では20分加熱後

も瓦の上には炎
がこない

例：外壁開口部には防
火設備が求められる
（木サッシが困難）

二重窓とし、内側の開
口部は防火設備とする

7



４．研究成果（技術開発３の成果の例①）

○政令で規定する対象建築物について、省令・告示で規定する具体の基準や技術的助言として反映。

• 平成30年6月改正建築基準法で導入された、法第４８条の用途規制の適用除外に係る特例許可手続きの合理化（建築審
査会同意の不要化）について、全国の特定行政庁から収集した法第４８条ただし書許可基準及び許可実例における周辺
影響対策及び技術基準の分析結果を踏まえ、政令で規定する対象建築物（日用品販売店舗、共同給食調理場、自動車修
理工場）について、省令・告示で規定する具体の基準や技術的助言の原案を作成。

• 既存建築物の用途変更の円滑化に向け、地方公共団体の用途規制に係る特例許可等の判断に資する、建物用途に関
する市街地環境影響の評価技術を開発。

課題と対応

図２ 政省令で定める基準のイメージ

全国の特定行政庁から収集した法第４８条ただし書許可
基準及び許可実例における周辺影響対策及び技術基
準の分析結果を踏まえ、基準原案を作成。許可事前相談

許可申請

公開意見聴取

許可通知書の交付

建築確認申請

建築確認済証の交付

特
例
許
可
の
手
続
き 建築審査会

検査済証の交付

建
築
確
認
の
手
続
き

事前協議

関係部局間（建築部局、
都市計画部局、環境部局、
消防部局等）の協議調整

完了検査

平均
１か月強

平成30年6月の建築基準法
改正により、これまで特例
許可の実績の蓄積があるも
のについて、

① 政令で対象（日常生活に
必要な建築物）を規定

② 省令で具体の基準（騒音
や振動対策等）を規定

することにより、建築審査会
の同意を不要化

図１ 建築基準法第48条ただし書
許可の改正内容

検討成果
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施策への反映

用途規制の適用除外に係る許可の基準原案の検討

②国土交通省令（建築基準法施行規則第10条の4の3）で定める基準
（例） 日用品販売店舗（コンビニエンスストア等）の場合

・騒音に関して、敷地境界線上での室外機の騒音を基準値以下とすること
・交通に関して、敷地は幅員９ｍ以上の道路に接すること
・夜間営業を行う場合、隣地境界線上鉛直面照度を5Lx以下とすること 他

①政令（建築基準法施行令第130条第2項）で定める建築物
・日用品販売店舗（コンビニエンスストア等）（１低、２低）
・共同給食調理場（１中高、２中高、１住、２住、準住）
・自動車修理工場（１住、２住、準住）



第１章 用途規制の緩和に係る概要
（１）主な用途規制緩和手法の種類
（２）運用に係る各手法の特徴
（３）用途地域の変更の考え方

第２章 特別用途地区による用途規制の緩和
（１）特別用途地区による用途規制緩和の考え方
（２）区域設定の考え方
（３）決定プロセスと各段階で配慮すべき事項
（４）関係部局との協議について
（５）周辺市街地環境へ及ぼす影響について
（６）参考事例

第３章 地区計画による用途規制の緩和
（１）地区計画による用途規制緩和の考え方
（２）区域設定の考え方
（３）決定プロセスと各段階で配慮すべき事項
（４）関係部局との協議について
（５）周辺市街地環境へ及ぼす影響について
（６）参考事例

第４章 建築基準法第48条ただし書許可
（１）法第48条ただし書許可の考え方
（２）許可基準
（３）審査プロセスと各段階で配慮すべき事項
（４）法第48条ただし書許可の審査に当たっての留意点（例）
（５）周辺市街地環境へ及ぼす影響について
（６）参考事例
（７）法第48条ただし書許可を巡るＱ＆Ａ

参考資料編
関係法令（法律、政令、省令、運用指針、技術的助言等）の抜粋
特別用途地区、地区計画による用途緩和地区一覧

『建物用途規制緩和の
運用実態とその解説』

の構成

４．研究成果（技術開発３の成果の例②）

建物用途規制緩和手法に係るガイドライン（案）の作成

• 既存建築物の用途変更の円滑化に向け、建物用途規制緩和手法（都市計画法：特別用途地区、地区計画、建築基準法：
法第４８条ただし書許可、等）の運用に関する、地方公共団体及び申請者双方に向けたガイドライン（案）を作成。

【特別用途地区、地区計画】

大臣承認手続きのハード
ルが高い

【法第48条ただし書許可】

地方公共団体の審査技
術が確立していない

申請者の側も許可の見
通しが立たず申請を見送
る傾向がある

建物用途規制緩和手法の
運用に係る地方公共団体

からの意見の例
（国総研アンケート調査より）

課題と対応

• 全国の地方公共団体における建物用途規制緩和手法の運用実態調査結果を踏まえ、各手法の使い分け方、具体的な手
続き・審査のプロセス、留意点等について事例を交えながら解説した『建物用途規制緩和の運用実態とその解説』を作成。

検討成果

• 『建物用途規制緩和の運用実態とその解説』は、令和2年７月に国総研資料として刊行し、国総研ＨＰで公開。記者発表とと
もに、本省都市局及び住宅局より全国の地方公共団体に周知。（http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1123.htm）

施策への反映
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【建築基準法第48条ただし書許可による許可事例（１低専のコンビニ）】

【特別用途地区による用途規制の緩和事例（そば店等）】



（１）建物単体
の防火・避難
規定の合理化
に関する技術
開発
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５. 研究開発成果の波及効果や副次的効果等
研究開発期間：Ｈ28～R元年度

目的

（２）地区にお
ける火災安全
性確保に向け
た技術開発

・防火・避難規定の
更なる性能規定化
に向けた提案

・伝統的建築物等
を保存する地区等
における防火・避
難上の安全性の確
保に関するガイドラ
イン原案

・既存建築物の用
途変更に 係る 建
物用途規制の特
例許可等のガイド
ライン原案

・円滑な用途転換
を見据えた都市計
画の運用を都市
計画運用指針等
に反映

（３）市街地環
境に配慮した
用途規制の合
理化に向けた
技術開発

・防火・避難に係る安
全性を確保した既存
建築物の用途変更
の円滑化・木造建築
物の普及

・伝統的建築物等を
保存する地区等に
おける防火・避難上
の安全性の確保

・市街地環境に配慮
した用途変更の円
滑化

成果
施策への反映

（建築基準法関連）

【施策への反映】*1

■法律：２件（条文）
■政令：１件（条文）
■告示：２件
■技術的助言：２件

【施策への反映】*1

■法律：３件（条文）
■政令：１９件（条文）
■告示：１４件
■技術的助言：１１件

期待される効果

・防火・避難規定の更
なる性能規定化に対
応する評価技術手法
の開発

・伝統的建築物等を保
存する地区等における
防火・避難上の安全性
の確保に関するガイド
ライン原案

・建物用途規制の特例
許可に係る技術基準
原案

・都市計画法及び建築
基準法による建物用
途規制緩和に係る解
説書

技術開発

【施策への反映】

■法律：２件（条文）*2

■政令：１件（条文）
■省令：１件（条文）
■告示：３件
■技術的助言：４件*3

■解説書：１冊*4

*1：令和２年２月時点
*2：うち１件は国家戦略特区法
*3：うち１件は都市計画法にも関連
*4：都市計画法にも関連
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５. 研究開発成果の波及効果や副次的効果等（技術開発１）

写真出典：カワグチテイ建築計画HP
https://kawaguchi-tei.jp/project/project-MK4.html

○竣工：2023年
○事業主：徳島県
○所在地：徳島県徳島市

○地域地区：防火地域・準防火地域以外の地
域

○用途：共同住宅
○延床面積：1665.52ｍ２

○階数：４階建
○構造：木造（一部鉄筋コンクリート造）

火災時倒壊防止構造・避難時倒壊防止構
造（主要構造部75分準耐火構造等）

大規模木造建築物の主要構造部の合理化の事例

（「awaもくよんプロジェクト」による木材あらわし４階建共同住宅）

○本総プロ成果等を踏まえて建築基準法が
平成30年に改正された。

○従来耐火構造等とすべき大規模（４階建・
共同住宅等）建築物について、一定の性能
を備えた準耐火構造（火災時倒壊防止構
造・避難時倒壊防止構造）とすることが可
能となった。

○木材をそのまま見せる（あらわし）構法が可
能となった。



５. 研究開発成果の波及効果や副次的効果等（技術開発１）

写真出典：日経XTECH（クロステック） HP
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00189/031700006/

○竣工：2021年
○事業主：民間
○所在地：山口県防府市
○地域地区：防火地域
○用途：事務所
○延床面積：141.58 ｍ２

○階数：2階建
○構造：木造

延焼防止建築物（主要構造部75
分準耐火構造等）

市街地建築物の主要構造部の合理化の事例

（防火地域に立つ延焼防止建築物の木造２階建事務所）

○本総プロ成果等を踏まえて建築基準
法が平成30年に改正された。

○防火地域では従来耐火建築物とす
べき延床面積が100 m2超の建築物

について、一定の延焼防止性能を備
えた建築物（延焼防止建築物）とする
ことで主要構造部を準耐火構造とす
ることが可能となった。

○木材をそのまま見せる（あらわし）構
法が可能となった。

延焼防止建築物耐火建築物

75分準耐火構造１時間耐火構造外壁・間仕切り壁
柱・床・梁・軒裏主要構

造部 30分準耐火構造30分耐火構造屋根・階段

防火設備、面積制限あり防火設備外壁開口部（延焼の
おそれのある部分）その他

措置 500 m2以内1500 m2以内防火区画
必要（500 m2超の場合）必要なしスプリンクラー

表：耐火建築物の仕様例と延焼防止建築物の比較
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５. 研究開発成果の波及効果や副次的効果等（技術開発１）

○竣工：2020年
○事業主：民間
○所在地：東京都江東区
○地域地区：準防火地域
○用途：事務所
○延床面積：375.82 ｍ２

○階数：地上3階建
○構造：木造（一部鉄骨造）

準延焼防止建築物

市街地建築物の主要構造部の合理化の事例

（準防火地域に立つ準延焼防止建築物の木造３階建事務所）

○本総プロ成果等を踏まえて建築基
準法が平成30年に改正された。

○準防火地域では従来準耐火建築物
とすべき3階建建築物について、一

定の延焼防止性能を備えた建築物（
準延焼防止建築物）とすることで主
要構造部を防火構造等とすることが
可能となった。

○木材をそのまま見せる（あらわし）構
法が容易となった。

準延焼防止建築物準耐火建築物
防火構造＋外壁屋内側措置45分準耐火構造外壁・軒裏

主要構
造部

120mm角以上は措置不要45分準耐火構造柱・梁
石こうボード12mm以上
（間仕切り壁は柱・梁が
120 mm角以上の場合）

45分準耐火構造間仕切り壁・床

石こうボード9+12mm以上30分耐火構造屋根

防火設備、面積制限あり防火設備外壁開口部（延焼の
おそれのある部分）その他

措置 間仕切り壁+戸準耐火構造+防火設備竪穴区画

写真出典：日経XTECH（クロ
ステック） HP
https://xtech.nikkei.com/atcl/
nxt/mag/na/18/00189/05190
0008/

表：準耐火建築物の仕様例と
準延焼防止建築物の比較
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５. 研究開発成果の波及効果や副次的効果等（技術開発２）

写真出典：調査者撮影

○所在地：東京都新宿区
○地域地区：防火地域
○高さ：2 m 超

（建築年未確認）

門、塀に対する規制の合理化の事例

（防火地域・準防火地域の高さ 2 m 超の門・塀）

○本総プロ成果等を踏まえて建築基準法が平成30年に改正された。
○防火地域・準防火地域では従来不燃材料で造るか覆うことが必要であった高さ2 m 超の門・塀につい

て、「周囲の建築物に対する延焼の防止」を達成できる構造として、土塗り壁（厚さ30 mm以上）や厚さ
24 mm以上の木材が認められ、木材をそのまま見せる（あらわし）構法が可能となった。

○従来基準に不適合だった古い街並みに残る門・塀が適合となり、本体建築物の建て替え等に際して、
門・塀の保存が可能となった。

○所在地：京都府京都市左京区
○地域地区：準防火地域
○高さ：2 m 超

（建築年未確認） 法令改正により適合となり保存が可能となる門・塀のイメージ

左写真

右写真
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５. 研究開発成果の波及効果や副次的効果等（技術開発３）
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住、準住）

自動車修理工場

（１住、２住、準住）

許
可
件
数

同意必要 同意不要

対象用途の建築審査会同意の要・不要別許可件数の変化（改正法施行前後３年間の比較）

建築基準法の改正（用途規制の適用除外に係る手続きの合理化）

○本総プロ成果等を踏まえて建築基準法が平成30年に改正された。

○政令で規定された対象建築物（日用品販売店舗、共同給食調理場、自動車修理工場）で、省令で規
定された住居の環境の悪化を防止するために必要な措置（騒音や振動対策等）の技術基準（本総プ
ロで原案作成）に適合したものについては、法第４８条の用途規制の適用除外に係る特例許可手続き
において建築審査会の同意が不要となった。



国総研資料第1123号『建物用途規制緩和の運用実態とその解説』の月別ダウンロード数の推移
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５. 研究開発成果の波及効果や副次的効果等（技術開発３）

国総研資料第1123号『建物用途規制緩和の運用実態とその解説』

○本総プロ成果として、建物用途規制の緩和手法の運用方法について事例を交えながら解説した国総
研資料『建物用途規制緩和の運用実態とその解説』を令和2年７月に刊行した。

○令和3年6月30日「建築物の用途制限等に係るまちづくり手法の柔軟な運用について（技術的助言）」

において、建築物の用途制限を緩和する都市計画法及び建築基準法の運用については、国総研資
料第1123号『建物用途規制緩和の運用実態とその解説』を参照することとされた。


